
個別労働紛争解決制度について
<事業目的>

1.労働組合組織率の低下､企業の人事管理の個別化､長期安定雇用の縮小などに伴い､従来の ｢会社対労働組合｣

の集因紛争ではなく｢会社対労働者個々人｣で解雇や労働条件引下げ､配転などをめぐる個別紛争が増加○

2.裁判等は金銭的.時間的にゆとりの乏しい労働者にとつては依然高いハードルq

3.不当な解雇や労働条件引下げなどによりいわれなく生計の手段を失ったり､本来の権利を侵害された労働者の多
<が ｢泣き寝入り｣を余儀なくされることはあるべきでないし､社会全体のシステムとして全てを司法に持ち込

むような在り方は現実的でないo

4.したがって､政府としても､司法との役割分担の下で､ ｢行政として可能な範囲 (すなわち､強制力を持たないJ

相談や助言､あっせんなどの形)で､信頼できる､簡易.迅速な紛争解決機能を無料で提供すること｣が真に守

労働者

■一一一紛争 一一小

自主的解決
l
L.______________

都道府県労働局

事業主

._____-._-__.__._,_I

~~~~~~~~~~~~~~l
【20年度実績 約108万件(7･8%匝)〕

労働相談 ･個別労働紛争

解決制度関係機関連絡協

議会

都道府県､弁護士会､地方裁判

所など他の紛争解決機関との連

絡協議会を各都道府県単位で

運営｡なお､｢国と都道府県等の

労働相談･紛争解決機関の連携

強化を図る｣ことを求めた地方分

権改革推進委員会第2次勧告

(昨年12月)を踏まえ､本年度か

ら参加機関､協議事項等の拡充

l ▼: 稔合労働相談コ-ナ- 護 .良部柄チけ

: (全国の労働局及び労働基準監督署に設置(全国385ヶ所))

: 労働問題に関する相談､情報提供のウン .ストップサービス

: 〔約24万件(19.8%増)〕

J妻紛争解決援助の対象とすべき事案 …

lll

:紛争調整重責会 都 道 府 県 労 働 局 長 (香労あ(**労働約2,L労働

Il あ っせん委員 (学識 経

ll-験 者 ) に よ る あ っせ に よ る 助 言 .指 導

: ん .あ っせん案の提示I

: 〔約8.500件(18.3%増)〕 〔約7,600件(14.1%増)〕

労 働 基 準 監 督 署 . 公 共 職 業 安 定 所 . 雇 用 均 等 量 I

図ったところ｡今後もさらなる

携強化に努めてまいりたい｡

道府県 (労政主管事務

労働垂具合等).法
ラス.労使正体 にお

る相談轟E3

参考)都道府県の20年度実績

働相談 約14万件

考)裁判所の20年実績

関係民事通常訴訟



個別労働紛争解決制度の実績

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い､制度発足以降､景気回

復期､悪化期を問わず個別労働紛争解決制度の利用が進んでいる｡

236,93197.904187,387 1,075021176429 997237

160,166140.822 98 4103,194 734,257625,572 99 46,012

(件) 助言.指導申出件数及びあっせん申請受理件数の推移

9,0008.0007,0006,0005,0004,0003.0002,0001,0000 8,457
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5,352 5,287

4.373,036
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14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 ー9年度 20年度

このような中で､

1.本制度の眼Ejである ｢簡易 .迅速｣性について､ ｢助言 .指導｣の処理期間1ケ月以内割合及び
｢あっせん｣の処理期間2ケ月以内割合それぞれ90%以上に保つことをEj標とし､達成している (20
年度実績はそれぞれ96.1%､92.2%)C
2.なお､コスト的には､本事業においては相談件数の伸びが予算 .体制の伸びを上回っており､相談1
件当たりコストは低下を続けている (16年度1,696円､17年度1,587円､18年度1,343円､19年度
1,387円､20年度1,281円､21年度見込み1,285円､22年度見込み1,253円)○今後とも相談件数



(予算担当部局用)
l事業番号2-211

_論点等説明シ｢ ト (手鼻担当奇局.用) ∫

個別労働紛争対策の推進施策_こ事業者 ::.-.1

'.予算鼓 ~ー 平成21年度当初予算額 l 平成22年度概算要求額
一般会計:183l百万円 1 一般会計=275l 百万円

~事業予算 こついての論点等 p-,

○ ｢個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律｣に基づいて､個別労働紛争に関し
て､学識経験を有するあっせん委員からなる ｢紛争調整委員会｣があっせんを行うも
-の○

○ 一般会計が負担しているが､労使間の紛争解決に要する経責は､事業主が負担す

べきものではないかo(参考1)都道府県労働局などに設置され､労働問題に関する相談や情報提供を行う ｢総
合労働相談コーナー｣に要する経費は､労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定から折
半するかたちで支出o

(参考2)事業費の全体像
(単位 :百万円)

21年度当初予算額 22年度概算要求額 ･⇒ ｢紛争調整委員会｣に要する経費)-廃 労働相談ヲ云 に要す?経費

- 瀧

労働保険特月会計 (労災勘定) ･653 645

労働保険特男会計 (雇用勘定) 653 645

合 計 1,489 1,565



事業番号2-22

■■■■酬 厚生労働省 IL シルバー人材センター援助事業
■■■■脚 闇 ■■■■ 職業安定局 t的 ｣ と陸 海

〔 高齢者雇用対策課 -tjĝL挺楳 昭和55年度 l課長 星 直幸

I:- 主務 葦 .言高年齢者等職業安定対策基本方針(平成21年4月1日付け厚生労働省告示第252号)
○妄評

r:□直接実施

□業務委託等 (委託先等 : )

二三…三… 燕 ■補助金 癌 豆)間接〕

ロ貸付 (貸付先 : )□その他 ( )

覇 娃鮎 J,.㌔ 42/658 l常勤役員数 21/41 非常勤役員数 21′617 監事等 l 3/98′

7,477l内､官庁OB 188 役員報酬総領 lOl百万円 認 諾 l3憎 万円

冗 ヽヾ -の 617百万円 内訳 退織- 引当資産等 品 退職金の支給等

弓域社会の活性化を図ることを目的とするo

+ rTB1.I- [毒≦ 定年退職後等の高齢者の希望に応じ､地域社会の日常生活に密着した臨時的かつ短期的又は軽易な･就業機会を確保 .提供するシルバー人材センター事業を対象としている.

整 準 -riL..･′一声珍 シルバー人材センター事業の適正な運営を図るため､高年齢者等の雇用の安定

下 r高齢法｣というo)第44条 こ基づき都道府県知事の指定を受けたシルバー人材センター連合の
;運営に必要な経費について地方公共団体の補助金頬を上限として補助 (補助率1/2相当)すること
こより､高齢者の就業機会の確保などl二葉するものである凸
また､シルバー人材センタ-事業の健全な発展を図るとともこ､適正な事業運営の確保等を目的と
して高齢法第46条に基づき厚生労働大臣の指定を受けた法人 (社団法人全国シルバー人材センタ-
事業協会)に対する補助 (補助率l/2､10/10相当)を行う.

平成22年度概算要求槙 人件費

13.623百万円 ( 職員構成 概算人件費(平均給与×従事嚇員数) 従事聴員数

id-__I 0百万円 担当正聴員 0千円 0 人

13.623百万円 臨時職員他 a千円 0 人

年 度 総 額 地方公共団体の裏負担がある場合､概算の総積

≡′相加1礼 .-1.三唱]-3▲ H2q(決算見込鏡) 12.842 20,100

三二ロ= I-:H21(当初予算) 13.594 20.008

H21(補正予算) -

H22概算要求 13.623 13,367百万円以上

ー1.890百万円当)

実化推進糞 598百万円

,I.-甜 由 千 615百万円/2相当)コ凸F≡一 花

口 ､ - ビス事業費 85百万円

高齢者活用子育て支横手*Jt 178百万円

256百万円 な な ◆



事 業 番 号 2 - 2 2

シルバー人材センター援助事案

高齢者雇用対策課 昭和55年度 課長 呈 直幸

我が国の少子高齢化が急速に進展し､労働力人口の減少が懸念される中で､定年退職後等の高齢者に臨
時的かつ短期的又は軽易な仕事を提供し､高齢者の労働能力を活用することは､高齢者の職業生活の充実
と福祉の増進を図るとともに.我が国の経済社会の活力の維持･発展に重要な役割を果たすものである｡
また､同時に家庭などからの地域の日常生活に密着した仕事により就業機会を提供することは､活力ある
地域社会づくりに大いに寄与するものである｡

シルバー人材センター事業は､国が責任を持って推進すべき重要な高齢者就業対策であるが､地域社会に
密着した事業でもあることから､事業の目的を達成するため､シルバー人材センターの運営費等r=ついて､国
と地方公共団体が応分(双方が補助率1/2相当)の負担をしている｡
また､都道府県単位r=rシルバー人材センター事業推進会議｣を設置し､都道府県等の参画のもと､事業の
推進に向けた方策の協議.検討を行うとともに､緊密な連携を図っているところであり.事業の活性化のため
の計画を安定し､そのフォローアップ等についても行っているところである｡
さらには､平成20年度より､シルバー人材センターが地方公共団体と連携し､地方公共団体が策定したプラ
ンの実現のための事業を実施するなど､地域の活性化に向けた取組を行っているところである｡

【活動指標名】/ 年度実績 ･評価

(現状の成果)
シルバー人材センター事案については､平成20年度の就業率が80 9%となり､目標値である
80%を上回り､就業機会の確保 ･提供体制は確実に広がっている｡
(今後の方向性)
更なる高齢化の進展とともに､2012年にはいわゆる団塊の世代が65歳を迎えることを踏まえ､引
き続き､就業機会の確保に取り組んでいくことが必要である｡

【成果指標名】/ 年度実績 ･評価

就業延人見も7.285万人日となるなど､着実に実施されているところ｡
また､民間では採算ベースに乗らない家庭などからの臨時､短期的な仕事を受注することや地方公
共団体との連携による事業の実施により､地域の相互扶助 .活性化にも貢献している｡
急速に進展する高齢化社会の中で､高齢者が就労をはじめとするシルバー人材センター事業への参
加を通じて､生活の質の向上を図ることはもちろん､活羅の場の提供は､高齢者の健康と生きがいの
充実にも寄与しているところである｡

昭和50年にシルバー人材センターのさきがけとなる ｢高齢者事業団｣が設立されたのを機に､同
旨の団体が全国で次々と設立された｡
昭和55年､高齢者の多様な形態での就業機会の安定的な確保を図ることを目的に国庫補助制度が
創設された｡
昭和61年においては､シルバー人材センターの社会的役割を明確化し､活動の一層の活性化 ･定
着化を目指すため､高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正し､シルバー人材センター
事業が法的に位置づけられた｡
平成8年､高齢法を一部改正し､シルバー人材センタ-連合に係る指定制度を創設｡これにより従
来の市町村ごとの区域での事業から､高齢者が全国どこでも就業機会の提供が受けられることとなっ
た ｡
【予算の削減に向けた取組み】
シルバ-人材センター事業の普及を図るため､高齢者に仕事を提供する活動拠点の拡充を図る-方
で､予算の増加に繋がらないよう､1活動拠点当たりの補助金領の削減に取り組んできたところ｡
この結果､運営費に占める国庫補助金の割合は低下し､現状では23 6%となっている (地方公
共団体37.4%､自己財源39 0%)｡
また､全国シルバー人材センター協会が高齢法第47条の規定に基づき実施している業務について
は.啓発活動事業及びワークプラザ奨励事業については廃止することとし､研修事業についても､そ
の必要性について精査の上､縮小することとする｡これに伴い､組織体制も見直すこととする (2名
滅)｡これにより10月の概算要求額から59.4%の削減となる.
また､役員については､現任者の任期終了後において､厚生労働省OBの選任を行わないよう要請す
る｡



● シルバー人材センター事業について

･ 定年退職者等の高齢者に対して､地域社会の日常生活に密着した臨時的

かつ短期的又は軽易な就業機会を確保･提供し､併せて高齢者の生きがい

の充実､社会参加の促進による地域社会の活性化を図ることを目的とする｡

･ 具体的には､家庭､事業所､官公庁から､地域社会に密着した臨時的かつ

短期的な仕事等を有償で請け負い､これを希望する会員に提供し､会員は､

実績に応じて､一定の報酬(配分金)を受けるものである｡

● シルバー人材センターの現状(平成20年度)

会 員 数 764,162人

平 均 年 齢 70.1歳

年 齢 階 層 ～64歳 14.5%

65-69歳 36.4%

70-74歳 30.8%

75歳～ 18.3%

就業延人員 72,850,034人日

1人あたりの月平均就業日数 9.7日

受注件数 3,412,906件

契約金魚 319,767百万円

1人あたりの月平均配分金収入 37,792円

● シルバー人材センター事業運営費の財源(平成20年度)

(単位:百万円)

I空tl

ユ量昌 国庫補助 地方公共団体補助 自己財源

53,680 12,663 20,100 20,917



(社)全国シルバー人材センタ-事業協会補助の見直しについて

● 事業内容

シルバー人材センター事業の健全な発展を図るため､次の事業を行う｡

①
②

③
④

⑤

啓発活動事業･日日HHHH .日日HHHH 広報誌の発行等
研修事業 シルバ-人材センタ-連合及び拠点シルバー人材センター役職

員を対象とする就業開拓や事業活性化を図るための研修を実施

連絡調整及び指導その他援助事業･-日日-･ 経験交流会の開催等

情報､資料収集.提供事業日日日･- HHH 好事例の収集､提供
ワークプラザ奨励事業-日日･---日日日. 屋内作業所の設置促進

概算要求砥ぐ10月時点)合計 256,076千円

= = ⇒ 職員数 9人(▲2人)

見直し後合計 103,893千円 ▲152,183千円

(▲59.4%)



(予算担当部局用)

l事業番号2-22 1

論点等説明シー ト (予算担当部局用)

施策･事業名 シルバー人材センター援助事業

平成21年度当初予算額 平成22年度概算要求額

事業予算についての論点等

○ 現行の補助スキームは､
(国 :1/2､地方公共団体 :1/2)であり､実質的には人件費補助となっている｡

(注1)21年度交付決定ベース
･シルバー人材センタ-連合運営費 (117億円)
シルバー人材センター連合本部 (全国47か所)⇒補助金5億円 (うち人件費3億円),人件費割合58%
シルバー人材センター連合活動拠点⇒補助金112億円 (うち人件費83億円),人件費割合74%

○ これまで固定的に予算措置が行われてきており (16年度 :141億円､21年度 :136億円
で､年平均0.6%削減)､他の公益法人と同様に､会費収入の増や人件費､管理費の圧縮
などを行うことにより､補助金を圧縮する余地が大きいのではないか｡

○ 地方自治体の事業仕分けでも ｢不要｣とされているところ｡ (兵庫県加西市HPより)

)シルJト人材センタづ軍営事業

r議事隷(抜粋)

◎不要
必要性が感じられない.内容を見てみると自立している団体である｡自立できている団体に補助の必要はない｡
◎加西市(民間委託)
民間でできるのであれば､将乗は考えてもよい｡
◎不要(内訳不要⇒4名､加西市(民間委託)⇒1名)

(参考)シルバー人材センター援助事業のスキーム



事 業 番 号 2-23

施 策 こ事 業 シ ⊥ ト (概要醗 明書 )

担当局庁名 医政局 上位施策事業名 医療提供体制推進事業費補助金l 作成未年者

担当課 :チ.圭名 歯科保健課 事兼開始年度 平成l2年度 恒 保健課長 日稲 美

根拠法令 (具体的な条文 :関係する通知､計画等 健康増進法 ｢健康日本21｣食育基本法 ｢食育推進基本計画｣今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上に関する

戟 )∴ 検討会中間報告書歯科保健と食青の在り方に関する検討会報告書

D菓務委託等 (委託先等 : )

■補助金 ⑪ 間接〕 (補助克 :都道府県 実施主体 =都道府県 )

□貸付 (貸付先 : )□その他 ( )

:辛漢ノ_刺 ･日.二的(何のために) ･生涯を通じた国民の歯の健康の保持の推進を行うことで､80歳になっても自分の歯を20本以上

･歯科保健医療対策として､国が都道府県に対して行う唯一の事業である○

事業/制度内容 ･小児期から高齢期までの各ライフステージにおいて歯科保健事業を実施することにより､生涯を通

鹿 じた国民の歯の健康づくL)を推進.

稚 (主な事業例)幼児期 ,学童期 ..う蝕予防対策､食首に関する事業 等

琴 成人期 :歯周病予防対策､生活習仮病予防と食宵に関する事業 等こ関する事業 等

(手段.､手法など) ･各都道府県が地域における課題や事実の必要性等を検討して事業計画を策定○
･提出された事業計画を厚生労働省において捕査し､必要性が認められる事業に対してかかる繰出の
補助の実施.
･事業年度終了後 こ各都道府県が実施事業について事業評価を含めた薬統報告を実施○英紙報告書に
基づき､厚生労働省が補助経姓の確定p

平成22年度概算要求鏡 人件費

=lス+ト : +#* 470百万円 i 職員構成 概算人件費職員数) 従事職員数

人件† 0百万円 担当正聴邑 千円 Il人

これまでの同様の予井項 目の予井額等(財源内訳′単位百万円) 年 度 総 額 地方公共団体の蓑負担がある場合､概算の総額

H19(決算鎮) 4皇o

50

441

H21(当初予算) 470

H21(補正予算) 0
H22概算要求 470

平成22年度 ･8020運動推進特別事業に必要な経費を､事業内容に応 じて1/2または10/10補助o
予井内駅 (補助金の場 ･内訳 :報償費､旅費､需用費 (消耗品費 .印刷製本費)､役務費 (通信運搬費 .



事業番号2-23

施策 .事業シー ト(概要説明書)
担当帝省名 ■ 厚生労働省 予井事業名 8020運動特別推進事業 ､

担当課 .圭名 嘩科保健課 . .事業開始年度 平成 12年度 l歯科鯛 - 甲 勝美

事業′制度の ･8020運動が提唱され､当該事業が実施されてから､子供のむし歯の減少(12歳児むし歯の本数:平成11

年2,92本-平成20年1.54本)など小児期における歯の健康状態は改善してきている○しかしながら､高齢者
の歯の状況は､8020(ハチマル.ニイマル)達成者は増加している(8020達成者率:平成11年約15%-辛
成17年約25%)ものの､4人に3人は20本未満であり満足に岨噛できないことが危供され､学童期以降(特
こ成人期や高齢期)の取り組み強化が必要とされている.

必要性 ･健康増進法.食育基本法に則した歯の健康づくり対策のため､各都道府県はこの補助金を活用し､様々な
取り組みを行っており､支援を行わなければ都道府県の事業が困難となり､国としての歯科保健医療対策も
皆無となるため､今後も国として一層の推進を行っていく必要があるo
･さらに､民主党医療政策(詳細版)においても歯科医療改革が請われており､歯科疾患の予防法や治療の
調査研究の推進等生涯にわたる歯の健康の保持が提言されているところo

他省庁 ､自治体等にお ･一部の自治体において､独自予算により歯科疾患予防に関する事案や歯の健康づくりに関する事業を実施
ける類似事業 しているところがある○他省庁において短似の事業はなし.

他省庁､自治休､民間 ･歯の健康づくりについては､学校歯科保健を所管している文部科学省とも連携を図り､情報交換を行ってい

るところo

･なお､当該事業が有効的かつ効果的に活用されるように､各自治体職員を対象とするブロック会議.歯科保

等 との連携 .役割分担 他推進研修会において､8020運動特別推進事業のあり方等について研修や意見交換を行っているところ○
･都道府県における歯の健康づくりに関する中核的な取り組みとなっている本事業を国として支援することで､
一体となった歯の健康の保持の推進が可能o

活動実耕 【活動指標名】/ 年度実績 .評価 単位 H18年度 H19年度 H20年度実施箇所数 (都道府県) 箇所 45 46 47

予井執行率 % 74.3% 89.3% 93.8%

成果 日額(現状の成果及び今後どのように したいか､ (現状の成果)

定王的な成果)
横では､65歳

成果夷横(成果指標のE]標達成状況等) 【成果指標名】/ 年度実績 .評価 単位 H18年度 H19年度 H20年度

※H11年度 数0 3歳集計中%%%

事業/制度の自己評価(今後の 事業′制度の方向性､課題等) ･8020達成者割合の増加は本事実の成果が出てきているものと考えるが､依然､成人期における

歯周病の有病率は約時Jで8020達成者割合 ま25%程度とまだまだ低いことから､本事案を引き続
き継続する必要がある○.
･国民の歯の健康の保持を推進するために､ まなく､小児期
から高齢期までの生涯を通 じた歯の健康の保持の推進が期待される取組に重点を置くoWHOの口腔保
健目標では､65歳以上の50納(20歯の機能歯を保有することが掲げられておL)_､わが国も同様
の観点から8020達成者が約半数近くになるよう､本事業を展開していく必要があるO

比敦参考値(諸外国での類似事業の例など) WHOにおける口腔保健目標 ｢65歳以上の50肋{20歯の機能歯を保有するようにするJ

特記事項(事業/制度の沿革､予算の削減(羊向けた取組み等) (制度の沿革)

平成 12年 都道府県を実施主体とした8020運動特別推進事業の開始○
平成14年 健康増進法の成立 健康日本21にお ナる歯の健康に開し具体的な目標として

8020達成者率を設定D
平成 17年 食育基本法の成立 食育基本法 こおいて口腔機能の維持を提言○
平成l8年 r平成17年歯科疾患実態調査結果｣を公表08020達成者が調査開始

平成 18年 今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上に関する検討会中間報告手において､
｢8020運動は都道府県にお ナる歯科保健の中核的役割を担うべき｣と提言o

平成22年 歯科保健と食青の在り方検討会報告書 こおいて食育推進に係る歯科保健医療
関係者の教育研修を提言.

(予算の削減状況について)

平成14年 540.080千円
平成18年 500.080千円




